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第２ 林業における経営及び雇用の動向に関する事項      

１ ． 森林・ 林業の現状  

（ １ ） 群馬県の森林 

本県の 森林面積は 42 万 7 千 ha で 、県土面積の 約 67％を 占め て おり 、関東地方で は森林面積、

林野率と も に 最も 高い「 関東一の 森林県」 で あ る （ 資料 1）。 本県の 森林は 利根川の 上流、 首都圏

の 水源地帯に 位置し 、 木材の 供給、 水資源の 確保、 災害の 防止な ど 極め て 重要な 役割を 果た し て

い る 。 所有別で は 、 民有林が 23 万 1 千 ha、 国有林が 19 万 6 千 ha、 ま た 、 人工林面積の 割合は

41％で 、 針葉樹で は ス ギ が 最も 多く 41％を 占め て い る 。 さ ら に 、 民有林で は 人工林面積の 76％

が 51 年生以上と な っ て おり 、 質・ 量と も に 充実し て い る （ 資料 2、 資料 3、 資料 4）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 1 群馬県の 土 地利用 

出典： 令和 6 年度森林林業統計書  

資料 4 民有林人工林の 林齢別面積及び蓄 積 

資料 2 群馬県の 森 林の 人天別内訳  資料 3 群馬県の 森林の 樹種別内訳 

出典： 令和 6 年度森林林業統 計書  出典： 令和 6 年度森 林林業統 計書 

出典： 令和 6 年度森 林林業統 計書 

51 年生以上が 76％ 

（単 位 ： ha）  （ 単位： ha）  （ 単位 ：ha）  

（ 単位： ha）  （単 位 ： 千 m3）  
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（ ２ ） 群馬県の林業の特徴 

本県の素材生産量は昭和 41 年次の 89 万 2 千 m3 を ピ ーク に 、 木材価格の 低迷な ど に よ る 生産

意欲の減退か ら 、 長期間に わ た り 減少傾向が 続い て き た 。  

し か し 、 そ の 後、 群馬県産材セ ン タ ーや渋川県産材セ ン タ ーの 稼働に 加え 、 前橋バ イ オ マ ス 発

電所に 代表さ れる バ イ オ マ ス 発電用の 燃料チ ッ プ の 需要増加に よ り 、 令和 6 年次は 42. 7 万 m3

（ 群馬県調査） と な り 、 平成 22 年次の 20 万 5 千 m3 と 比べて 倍増し て い る （ 資料 5）。  

 

 

 
 

 

（ ３ ） 目指すべき 森林・ 林業の姿  

現在、 森林・ 林業を 取り 巻く 社会情勢は、 社会構造や人々の 生活様式の 変化、 地球規模の 気候

変動の 影響に よ る 自然災害の 甚大化、 地球環境や社会・ 経済の 持続性への 危機意識を 背景と し た

持続可能な 開発目標（ SDGs） への 関心の 高ま り 、 I CT・ I oT 等の デジ タ ル技術の 進展、 そ し て 国内

に おけ る 人口減少の 深刻化な ど 、 様々な 新た な 課題の 影響を 受け て い る 。  

こ う し た 状況を 踏ま え 、 本県で は令和 2 年度に 「 新・ 群馬県総合計画」 を 策定し 、 20 年後を

見据え た「 群馬の 土壌と 融合し た デジ タ ル化（ 価値を 生む力）」と「 100 年続く 自立し た 群馬（ SDGs ）」

の 理念に 基づき 、 令和 3 年 3 月に 森林・ 林業基本計画を 策定し た 。  

森林・ 林業基本計画で は、 2040 年の 将来ビ ジ ョ ン を「 県産木材に よ る 自立分散型社会の 実現」

と し 、 そ の 実現に 向け て 2030 年ま で に 林業の 高コ ス ト 体質か ら の 脱却と 収益性の 向上を 図り 、

林業・ 木材産業の 自立と 森林の適正保全に よ る 強靭化を 目指し て い る 。  

ま た 、 令和 7 年度の 中間見直し に おい て 、 新た に 5 つの 重点プ ロ ジ ェ ク ト を 定め 、 森林資源の

循環利用を よ り 重視する 施策を 推進し 、 収益性の 向上を 図り 、 林業・ 木材産業の 自立と 森林の 適

正保全に よ る 強靭化と の 両立に取り 組むこ と と し て い る 。  

 

  

出典： 木材需給の 現況（ 林業振興課）  

資料 5 群馬県の 素材生産量の 推移（ 単位 ： 千 m3）  
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２ ． 林業事業体の現状と 課題  

（ １ ） 林業事業体 

本県が 毎年実施する 林業従事者

実態調査（ 以下「 実態調査」 と い

う 。） に よ る と 、 令和 6 年度に 年間

30 日以上林業に 従事し 、 賃金又は

収入を 得た 者（ 以下「 林業従事者」

と い う 。） を 雇用する 林業事業体数

は 117 事業体で 、 平成 28 年度の

136 事業体に 比べる と 19 事業体減

少し て い る （ 資料 6）。  

 

 

 

（ ２ ） 森林組合 

令和 6 年度末時点で 県内の 森林組合は 15 組合、 組合員数は 21, 108 人で 、 そ の 所有面積は民有

林面積の 約 54％を 占め て い る 。 森林組合は 地域の 森林管理の 中核的な 担い 手と し て 、 地域の 森

林づく り や森林経営の 要望に 応え て おり 、 森林の 経営管理の 集積・ 集約や木材の 販売等の 強化を

図る と と も に 、 こ れら を 通じ た 森林所有者への 一層の 利益還元が 期待さ れ て い る 。  

 

（ ３ ） 事業の合理化に向け た 取組 

 １ ） 集約化施業（ 森林経営計画）  

事業量の 安定的確保に必要な 施業の 集約化は 、 平成 24 年度か ら 始ま っ た 森林経営計画の 策定

を 中心に 行わ れて おり 、 令和 6 年度末時点で 17, 102ha の 森林が 認定を 受け て い る 。  

こ の う ち  76％に あ た る  12, 947ha（ 136 計画） に つい て は、 林業事業体が 森林所有者と の 合意

形成（ 長期受委託契約の 締結） に 基づき 5 か 年の 計画を 策定し 認定を 受け て い る 。   

し か し 、 森林経営計画に 認定さ れて い る 森林は 民有人工林の 約 1 割に 留ま っ て おり 、 事業量の

安定的確保に は課題が 残さ れて い る 。  

 

 ２ ） 機械化と 素材生産性 

作 業 の 効 率 化 と 生 産 性 向 上 に 必 要 不

可 欠 な プ ロ セ ッ サ や フ ォ ワ ー ダ な ど の

高 性 能 林 業 機 械 の 導 入 は 増 加 傾 向 に あ

る 。  

近年は、 作業道開設の 効率化に 有効な

特 殊 な ア タ ッ チ メ ン ト を 装 着 し た バ ッ

ク ホ ウ の 導入も 積極的に 行わ れて い る 。  

令和 6 年度に おけ る 本県の 高性能林業

機械の 所有台数（ リ ース ・ レ ン タ ル含ま

ず） は 241 台で あ る （ 資料 7）。  

令和 6 年度時点の 本県 の 林業従事者

一 人 あ た り の 素 材 生 産 性 （ ※ 1 ） は

6. 66m3/人日で 、 全国平均（ ※2） 8. 1m3/人日を 下回っ て い る 。  

今後、 更な る 効率化を 図る た め に は 、 新た な 高性能林業機械の 普及に 加え 、 安全で 効率的な 作

資料 6 林業事業 体数の 推移（ 単位： 事業体）  

資料 7 高性能林業機械の 所有台数の 推 移（ 単位： 台）  

出典： 林業 従事者実態調査（ 林業振 興課）  

出典： 群馬 県森林・ 林業統計書  
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業シ ス テ ム の 構築に 必要な 知識・ 技能を 有する 人材の 育成や低コ ス ト 作業シ ス テ ム の 導入、 ス マ

ート 林業や技能の 高度化、 データ 活用に よ る 経営改善な ど が 求め ら れて い る 。  

※1 意 欲と 能力の あ る 林業経営者の 平均素材生産性 

※2 令和 6 年度森林及び林業の 動向  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ）『 新し い林業』 の実現に向けた 取組 

事業の 合理化を 進め る た め に は、 こ れま で の 集約化施業や機械化の 取組に 加え 、 伐採か ら 再造

林、 保育に 至る ま で の 収支を 黒字化する た め 、『 新し い 林業』 の 実現が 重要で あ る 。  

こ の た め 、 ド ロ ーン 等を 活用し た 効率的な 調査や資材運搬、 次世代通信網に よ る 連絡体制の 構

築、 I CT、 I oT 等の デジ タ ル技術を 活用し た ス マ ート 林業の 推進、 皆伐再造林一貫作業シ ス テ ム

の 導入やエ リ ート ツ リ ーや 早生樹等の 苗木の 導入、 保育作業 の 機械化な ど 作業効率や生産性の

向上と 労働安全対策の 強化を 図る 必要が あ る 。  

ま た 、 こ れら の 技術導入や効率化を 経営戦略の 中に 明確に 位置づけ 、 経営改善や収益構造の 改

革を 進め る こ と が 重要で あ り 、 今後は 、 先進的な 技術や技能を 現場で 活用し 実践で き る 人材の 育

成を 人材投資と し て 経営戦略に 組み込み、 持続可能な 林業経営の 実現を 図る 取組が 求め ら れる 。 

 

 

  

【 コ ラ ム ② 】「 新し い 林業」 に つい て （ 出典： 林野庁 HP）  

林業は 造林か ら 収穫ま で 長期間を 要し 、 自然条件下で の 人力作業が 多い と い う 特性が あ り 、 こ の こ と

が 低い 生産性や安全性の 一因と な っ て おり 、 こ れを 抜本的に 改善し て い く 必要が あ り ま す。  

こ れ ま で 、 高性能林業機械の 導入に よ る 生産性の 向上等、 様々な 取組が 行わ れ て き ま し た 。 さ ら に 、

森林・ 林業基本計画で は 、 従来の 施業等を 見直し 、 エ リ ート ツ リ ーや早生樹、 自動運転や遠隔操作の 機

能を 有する 林業機械の 導入等の 新技術の 活用に よ り 、 伐採か ら 再造林・ 保育に 至る 収支の プ ラ ス 転換を

可能と する 「 新し い 林業」 に 向け た 取組を 推進する こ と と し て い ま す。  

 

 

 

 

【 コ ラ ム ①】 架線系作業シ ス テ ム に つい て  

架線系作業シ ス テ ム と は 、 集材に 架線を 利用する 集材機やタ ワ ーヤ ーダ 、 ス イ ン グ ヤ ーダ と プ ロ セ ッ

サ な ど の 高性能林業機械を 組み合わ せた 作業シ ス テ ム で 、主に 路網が 入り に く い 急傾斜地で 使用さ れ ま

す。  

近年で は 、 さ ま ざ ま な 集材機械の 開発・ 改良が 進み、 大径木の 集材への 対応、 安全性の 向上、 労働負

担の 軽減、 無線操作に よ る 省力化な ど 、 急傾斜地対応以外に も 導入効果が 期待さ れて い ま す。  

こ の た め 県で は 、 令和 4 年度か ら 令和 6 年度に か け て 、 タ ワ ーヤ ーダ を 用い た 皆伐地で の 全木集材を

実施し 、 架線系作業シ ス テ ム が 本県の 地形な ど に 適応で き る か を 検証する と と も に 、 架線系作業シ ス テ

ム に 携わ る 技術者の 育成に も 取り 組ん で い ま す。  
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３ ． 林業労働力の現状と 課題  

（ １ ） 林業従事者 

実態調査に よ る と 、 本県の 林業従事者数は、 昭和 57 年度の 1, 797 人か ら 平成 18 年度に は 604

人と 減少を 続け て き た が 、 平成 19 年度以降は 増加に 転じ た 。 そ の 後数年間は 700 人台前半で 推

移し て い た が 、 平成 30 年度に は 700 人を 割り 込み、 令和 6 年度は 701 人と な っ て い る 。  

林業従事者の 平均年齢は 近年、 50 歳を 下回る 水準で 推移し て おり 、 令和 6 年度の林業従事者

の 平均年齢は 49. 5 歳で 、 ピ ーク 時の 平成 8 年度の 57. 6 歳よ り 8. 1 歳若返っ て い る （ 資料 8）。  

60 歳以上の 林業従事者の 占め る 割合は 26. 8％で 、 平成 8 年度の 54. 4％か ら 大幅に 減少し て い

る 。 各年代の 年齢構成も 平準化し て き て おり 、 一定の 若返り が 進ん で い る （ 資料 9）。  

 

 

 

 

 

令和 6 年度の 林業従事者の 経営形態別の 内

訳は、 会社 418 人（ 59％）、 森林組合 198 人

（ 28％）、 個人事業主 26 人（ 4％）、 協同組合

等 26 人（ 4％）、 一人親方 29 人（ 4％）、 そ の

他 4 人（ 1％） と な っ て い る 。（ 資料 10）  

雇用形態別は、 期間の 定め の な い 被雇用者

576 人（ 82％）、 臨時職員等の 期間の 定め の あ

る 被雇用者 51 人（ 7％） で あ り 、 自ら が 現場

作業に 従事する 事業主が 50 人（ 7％）、 一人親

方が 24 人（ ※1）（ 4％） と な っ て おり 、 被雇

用者は 全体の 89％を 占め て い る 。  

 

※1 一 人親 方に 雇用さ れ て い る 林業 従事者は被雇用者に カ ウ ン ト し て い る た め 、 経営形態別の 数字と 異な る 。  

 

  

資料 8 年齢構成別の 林業従事者数 及び 平均年齢の 推移 

資料 9 林業従事 者の 年齢別構成割合の 推移 

出典： 林業従事者実態調査（ 林業振興 課）  

（ 単位 ： 歳 ）  （ 単位： 人 ）  

出典： 林業従事者実態調査（ 林業振興 課）  
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（ ２ ） 新規就業者 

 令和 6 年度に 採用さ れた 新規就業者（ 期間の定め あ る 被雇用者を 除く 。） の う ち 、 年間 30 日以

上林業に 従事し た 者は 51 人で 、 平均年齢は 42. 3 歳で あ っ た 。 新規就業者数は 平成 18 年度に は

37 人ま で 減少し た が 、 平成 27 年度に は 61 人ま で 増加し た 。 そ の 後は 再び減少傾向で 推移し て

い た が 、 近年は増減を 繰り 返し て い る （ 資料 11）。  

 

 

 

 

 新 規 就 業 者 の 雇 用 先 は 経 営 形 態 別

で は、 会社 34 人、 森林組合 13 人、 協

同組合等 1 人、 個人事業主 3 人で あ

り 、 こ こ 数年は 、 会社で の 雇用が 伸び

て い る （ 資料 12）。  

 ま た 、 新規就業者の う ち 33 人は他

産 業 か ら の 転 職 者 で あ り 新 卒 者 の 割

合は少な い 。   

資料 11 年齢構成別の 新規就業者数 及び 平均年齢の 推移 

資料 12 令和 6 年度新規就業者の 経営形 態別の 構成割合の 推移 

出典： 林業従事者実態調査（ 林業振興 課）  

出典： 林業 従事者実 態調査（ 林業振 興課）  

（ 単位 ： 人 ）  （ 単位 ： 歳 ）  

資料 10 経営形態別林業従事 者の 割合  

出典： 林業従事者実態調査（ 林業振興 課）  
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（ ３ ） 離職者 

 令和 6 年度中に 離職し た 人は 39 人で 、 平均年齢は 44. 5 歳で あ っ た 。 直近 10 年間で は令和元

年度を 境に 増加傾向に あ っ た が、 令和 6 年度に は減少に 転じ た 。（ 資料 13）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離職者の 年齢構成は 、 20 代が 11 人、 30 代が

5 人、 40 代が 7 人、 50 代が 8 人、 60 代以上が 8

人で あ り 、 50 代未満の 割合は 59％を 占め 、 離職

者の 半数以上と な っ て い る （ 資料 14）。  

令和 6 年度の 離職者の う ち 採用か ら 離職ま で

の 従事年数は、 1 年～2 年未満が 全体の 31％と 最

も 多く 、 次い で 、 1 年未満、 3 年～4 年未満の 順

で あ る 。 従事年数 3 年以内の 離職が 全体の 約 60

％を 占め 、比較的短期間で の 離職が 多い状況と な

っ て い る （ 資料 15）。  

 

 

 

 

  

資料 13 年齢構成別の 離職者数及び平均年齢の 推移 

資料 15 令和 6 年度離職者の 採用か ら 離職 ま で の 従事年数（ 単位： 人）  

資料 14 離職者の 50 代未満の 占め る 割合 

出典： 林業従事者実態調査（ 林業振興 課）  

出典： 林業従事者実 態調査（ 林業振 興課）  

出典： 林業 従事者実 態調査（ 林業振 興課）  

（ 単 位 ： 人 ）  （ 単 位 ： 歳 ）  

年度 離職者 50代未満 比率

R2 29 21 72%

R3 31 20 65%

R4 35 20 57%

R5 54 31 57%

R6 39 23 59%
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 実態調査に おけ る 令和 3 年度離職者に 対する 離職の 理由調査の 結果で は 、「 健康上の 理由」 が

最も 多く 、 次い で 「 林業よ り 良い 条件の 仕事が あ っ た 」、「 就労条件（ 所得の 確保）」、「 作業条件

（ 仕事が き つい ）」 と な っ て おり 、 労働条件や雇用環境に 起因する も の も 少な く な い（ 資料 16）。  

 今後は 、 林業従事者が 安心し て 働け る 環境を 整備する た め 、 離職理由の 把握と そ の 結果に 基づ

く 労働条件等の 改善が 求め ら れる 。  

 

 

  
 

 

（ ４ ） 女性従事者 

  令和 6 年度の林業従事者 701 人の男女別内訳は 、 男性 685 人（ 97. 7％）、 女性 16 人（ 2. 3％） で 、

圧倒的に 男性が 多い 状況で あ る 。 今後、 女性の 活躍が 期待さ れ る 中、 よ り 女性に と っ て 働き やす

い 職場環境の 整備が 必要で あ る （ 資料 17）。  

  

 

 

  

（ ５ ） 外国人材 

外国人材を 採用する 県内事業者が 現れて おり 、 今後も 増加する こ と が 見込ま れる 。 県で は、 令

和 7 年 9 月 26 日に 「 ス ト ッ プ 不法就労・ 共生ぐ ん ま 宣言」 を 行っ た と こ ろ で あ り 、 外国人材が

働き やすい 職場環境の 整備が 求め ら れる 。  

回答数

8

6

5

4

3

3

2

13

雇用主の都合によ る

その他

就労条件への不満（ 所得の確保等）

同僚や事務所と の人間関係

健康上の理由

離職の理由

定年退職

作業条件への不満（ 仕事がき つい等）

林業よ り 良い条件の仕事があった

資料 17 女性従事者数及 び割 合の 推移（ 単位： 人、 ％）  

出典： 林業従事者実 態調査（ 林業振 興課）  

出典： 林業従事者実態調査（ 林業振興 課）  

資料 16 令和 3 年 度離職者の 離職理由内訳（ 単位： 件）  
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４ ． 雇用管理の現状と 課題  

（ １ ） 雇用管理体制 

雇用管理の 改善に ついて は、群馬県林業労働力確保

支援セ ン タ ー（ 以下「 支援セ ン タ ー」 と い う 。） が 中

心と な り 、 林業従事者の 受け 皿と し て ふさ わ し い 林業

事業体の 育成に 向け 、 助言や指導を 行っ て い る 。  

 

１ ） 就業規則 

令和 4 年度の 実態調査に よ る と 、 多く の 個人事業主

や 一 部の 会 社 で は 就業 規 則 の 整 備 が 進 ん で い な い 林

業事業体が 見ら れる （ 資料 18）。  

就業規則の 作成は 、 常時 10 人以上の 労働者を 使用

し な い 場合は義務で はな い が 、 就業規則を 整備し 「 働

く ルール」 を 明確に する こ と で 、 労働条件と 経営の 安

定を 図り 、 労使ト ラ ブ ルを 未然に 防ぐ こ と が で き る こ

と か ら 、 労働者を 雇用する 場合は就業規則の 整備が 望

ま れる 。  

 

２ ） 休暇制度 

令和 4 年度の 実態調査に よ る と 、「 定期的な

休日」を 定め て い る 林業事業体は、全体の 約 73

％で あ る （ 資料 19）。  

特に 、 個人 事業主で は 、 休暇 制度に つい て

「 特に 決め て い な い 」 の 割合が 約 49％を 占め 、

林業従 事者の 計 画的な 休 暇取得に 向け た 体制

整備が 進ん で い な い 状況が あ る 。  

 

 

 

 

 

ま た 、 定期的な 休日を 定め て い る 林業事業

体に おい て も 、 完全週休 2 日制を 採用し て い

る 割合は 約 25％に 留ま っ て い る （ 資料 20）。  

平成 31 年 4 月か ら 労働基準法第 39 条に よ

り 、 事業主は 年次有給休暇を 年 10 日以上付与

する こ と が 義務付け ら れて い る 。ま た 、そ の う

ち 年５ 日以上に つい て は 、 事業主が 時季を 指

定 し て 取 得 さ せ る こ と が 必 要 と な る こ と か

ら 、 計画的な 休暇取得への 取組が 重要と な る 。 

 

 

 

 

資料 19 休暇制度 の 制定状況（ 単位： 事業体）  

資料 18 就業規則 の 作成状況（ 単位： 事業体）  

資料 20 定期的な 休日の 種類別割合（ 単位： 事 業体）  

出典： 林業従事者実態調査（ 林業振興課）  

出典： 林業従事者実態調査（ 林業振興 課）  

出典： 林業 従事者実態調査（ 林業振興 課）  
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（ ２ ） 雇用の安定化 

 １ ） 年間就業日数 

令和 6 年度の 実態調査に よ る と 、 林

業従 事者一人あ た り の 年 間就業 日数は

平均 214. 4 日で あ っ た 。  

年間 200 日以上就業し た 林業従事者

の 割合は 全体の 71. 9％で 、 雇用の 通年

化が 進ん で い る （ 資料 21）。  

 

 

 

 

 

 ２ ） 就業年数の傾向 

  令和 2 年度から 令和 6 年度ま での実態

調査に よ る と 、 離職者の う ち 3 年以内

に 離 職 し て い る 割 合 は 増 加 傾 向 に あ

り 、 令和 6 年度に は 約 60％が 3 年以内

に 離職し て い る 。（ 資料 22）  

 一方、 厚生労働省が 令和 6 年度に 発

表し た 新規高卒就職者の 3 年以内離職

率は 38. 4%、 新規大学卒就職者は 34. 9

％で あ る 。  

 年齢 や職種、 集計方法 の 違い は あ る

も の の 、 林業従事者は 他産業に 比べ早

期離職の 傾向が みら れ、 継続し て 働き

やすい 環境の 整備が 求め ら れる 。   

 

 ３ ） 賃金 

 令和 3 年度の 実態調査に よ る 賃金

形態は 、 日給制が 60％と 最も 多く 、 次

い で 月給制が 35％、日給と 出来高給の

併用が 3％、 出来高給又は 月給と 出来

高給と の 併用が 1％で あ っ た 。  

 賃 金 体 系 は 依 然 と し て 日 給 制 の 割

合が 高い が 、平成 8 年度に は 11％で あ

っ た 月 給 制 は 増 加 傾 向 に あ る （ 資 料

23）。  

ま た 、 実態調査に 基づき 推定し た 令和 3 年度の 本県の 林業従事者の 平均給与は 365 万円（ 年間

平均就労日数 212 日） で あ る 。  

一方、 林野庁の 調査に よ る と 令和 4 年の 林業従事者の 全国年間平均給与は 361 万円で あ り 、 本

県は全国と 同水準に あ る 。  

し か し 、 令和 6 年の 国税庁によ る 全産業平均 478 万円と 比較する と 平均給与は依然低く な っ

て おり 、 林業の 現場作業は 技能・ 技術を 要し 、 労働負荷や危険性が 高い こ と か ら 、 給与水準の 上

昇が 求め ら れる 。  

資料 21 年間就業日数の 構成割合の 推移 

資料 22 離職者の 就業年数の 傾向 

出典： 林業 従事者実態調査（ 林業振 興課）  

資料 23 林業従事者の 賃金形態の 構成割 合の 推移 

出典： 林業 従事者実 態調査（ 林業振 興課）  

出典： 林業 従事者実 態調査（ 林業振 興課）  
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 ４ ） 福利厚生 

令和 6 年度の 実態調査に よ る 雇用保険・

社会保険等への 加入率（ ※1） は、 雇用保険

82％、厚生年金 79％、退職金共済 72％で あ

っ た 。  

個 人 事 業 主 か ら 会 社 へ の 法 人 化 に 伴 い

雇用形態の 移行が 進ん で い る こ と も あ り 、

雇用保険、 厚生年金、 退職金共済の 加入率

は 令 和 元 年 度 ま で 全 体 的 に 増 加 傾 向 に あ

っ た が 、 近年は横ばい と な っ て い る （ 資料

24）。  

労働保険（ 労災保険・ 雇用保険） 及び社

会保険は 、 林業従事者を 守る た め の 最低限

の 保障で あ り 、 さ ら な る 加入促進が 必要で あ る 。  

ま た 退職金制度は 、 林業従事者の 確保や定着率の向上に 大き く 寄与し 、 事業主に と っ て も メ リ

ッ ト が 多い 制 度で あ る こ と か ら 、 中小企業退 職金共済法に 基 づく 中小企業退職金共済制度や林

業退職金共済制度等の 活用を 促す必要が あ る 。  

※1 加 入率 は 林業従事者に 対する 割 合で あ り 、 強制加入と な ら な い 者や加入条件を 満た さ な い 者も 含ま れて い る  

 

 ５ ） 林業労働安全衛生 

全国の 林業労働災害におけ る 令和 6 年次

の 死傷者数は 1, 167 人で あ り 、 発生度合を 示

す死傷年千人率（ 労働者 1, 000 人あ た り の 死

傷者数） は 23. 3％と 全産業の 平均 に 比べ約

10 倍と な っ て い る （ 資料 25）。  

本県の 林業に おけ る 死傷年千人率は 、こ れ

ま で 全 国平 均 を 上 回 る 高 い 水 準 で 推 移 し て

い た が 、 令和 6 年次に は 全国平均 を 下回っ

た 。  

ま た 、 本県の 令和 6 年次の 林業で の 死傷

者数は 14 人で あ る 。死亡災害は 直近 5 年（ 令

和 2 年次～令和 6 年次） で 3 件発生し て い る

（ 資料 26）。  

林 業 労 働 災 害 防 止 に 向 け た 取 組 に つ い て

は、平成 31 年 2 月の 労働安全衛生規則の 改正

に よ り 、 伐木造材作業時の 下肢切創防止用防

具の 着用が 義務付け ら れた 。  

ま た 、 令和 7 年 6 月か ら は 熱中症対策の 義

務化、 今後は ス ト レ ス チ ェ ッ ク の 義務化拡大

も 見込ま れて い る 。  

安全装具の 充実やリ ス ク ア セ ス メ ン ト の 定

着と と も に 林業従事者の 健康管理に 取り 組む

こ と が 一層求め ら れる 。  

  

出典： 林業 従事者実 態調査（ 林業振 興課）  

出典： 労働者死傷病 報告（ 厚生労働 省）  

  ： 群馬県（ 林業 ） に つい て は 独 自計算 

出典： 労働 者死傷病報告（ 群馬労働 局）  

死
傷
者
数
协
単
位
卓
人
卐 

死
亡
者
数
协
単
位
卓
人
卐 

資料 24 社会保険 等の 加入率の 推移 

資料 25 全国と 群馬県の 死傷 年千人率の 推移（ 単位： ％）  

資料 26 群馬県内の 林業労働災害の 推移 （ 単位： 人）  
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（ ３ ） 募集・ 採用活動 

 １ ） 募集・ 採用の状況 

林業従事者の 募集・ 採用に つい て は 、 ハ ロ ーワ ーク や民間求人サ イ ト 等を 活用し た 中途採用者

の 募集、 群馬県立農林大学校の新卒者を 対象と し た 採用な ど が 行わ れて い る 。  

ま た 、就業後の 定着を 促進する た め 、地元出身者や縁故採用を 積極的に 行う 林業事業体も あ る 。

さ ら に 、 令和 7 年 4 月に は 一般財団法人群馬県森林・ 緑整備基金（ 以下「 森林・ 緑整備基金」 と

い う 。） が 無料職業紹介所を 開設し た 。  

実態調査に よ る 募集・ 採用状況は 、 57 事業体で 求人を 実施し 、 求人数は 98 人で あ っ た 。 そ の

う ち 60 人が 採用さ れて おり 、 求人数に 対する 充足率は 61. 2％と 低い 水準で あ り 、 今後、 生産年

齢人口減少が 進む中、 適切な 人材の 確保が 大き な 課題で あ る （ 資料 27）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 コ ラ ム ③】 群馬県森林・ 緑整備基金「 無料職業紹介所」  

群馬県は県土の 約 2/3 が 森林で 、 林業地で は、  

ス ギ 、 ヒ ノ キ 、 カ ラ マ ツ 、 広葉樹な ど の 伐採・  

再造林が 進め ら れて い る も の の 、 森林整備の  

主役で あ る 林業担い 手は 不足し て おり 、 事業体 

か ら は 「 作業員を 採用し た い 」 と の 声が あ が っ て  

い ま し た 。 そ こ で 、 森林・ 緑整備基金で は 林業で  

働き た い 方の 就業の 支援を 目的と し て 、 令和 7 年 4 月、  

無料職業紹介所を 開設し ま し た 。  

出典： 林業従事者実 態調査（ 林業振 興課）  

資料 27 令和 6 年 度地域別の 求人及び採用状況 （ 単位： 人）  
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 ２ ） 女性の雇用の状況 

本県 に おけ る 女性林 業従事者 の 割合 は 2

％と 低水準で あ る が 、多様な 人材の 活躍と 定

着促進が 必要な こ と か ら 、女性の 働き やすい

環境の 整備が 求め ら れて い る 。  

ま た 、 群馬県森林組合連合会が 令和 6 年

度に 開 催 し た 林 業へ の 就 業 希 望者 を 対 象と

し た「 森林の 仕事ガ イ ダ ン ス 」 で は 、 参加者

25 人の う ち 女性は 2 人で あ っ た （ 資料 28）。 

 

 

（ ４ ） 教育訓練 

 １ ） 技能・ 技術の向上 

林業従事者の 知識や技能、 技術の 習得に よ る 職業能力の 向上に つい て は 、 県や関係機関が 実施

する 各種研修や「 緑の 雇用事業」（ ※1） を 積極的に 活用する こ と で 成果を 上げて い る 。  

令和 6 年度の 「 緑の 雇用事業」 の研修生は 61 人で あ り 、 こ れま で は 70 人台で 推移し て い た

が 、 近年は 60 人台に な っ て い る 。 内訳は 、 フ ォ レ ス ト ワ ーカ ー（ 以下「 FW」 と い う 。） 研修 41

人（ 内訳 1 年目 17 人、 2 年目 13 人、 3 年目 11 人）、 フ ォ レ ス ト リ ーダ ー（ 以下「 FL」 と い う 。）

研修 17 人、 フ ォ レ ス ト マ ネ ージ ャ ー（ 以下「 FM」 と い う 。） 研修 3 人で あ っ た 。 令和元年度か ら

は FW研修に加え 、 FL 養成研修も 県内で 実施する よ う に な り 、 OJ T 指導や現場作業管理を 担う 人

材の 確保も 進ん で い る （ 資料 29）。 FWは 、 多く の 林業事業体で 活用さ れて おり 、 平成 15 年度の

事業開始以降 500 人が 研修を 修了し て い る 。  

ま た 、 令和 6 年 8 月 29 日に 厚生労働省に よ り 関係省令が 改正さ れ、 技能検定に 「 林業職種」

が 新設さ れた 。 こ れに よ り 林業従事者の 技能向上に 加え 、 国家検定制度導入に 伴う 林業従事者の

仕事への 意欲の 向上、 社会的・ 経済的地位の 向上、 さ ら に は 安全性の 向上に よ る 労働災害の 減少

に 寄与する こ と が 期待さ れる 。  

※1 林 業未 経験の 方が 技術を 働き な が ら 学べる よ う 支援する 、 林 野庁の 補助事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 群馬県森林組合連合会 調べ  

【 コ ラ ム ④】 林業の 技能検定と は  

技能検定は 、 働く 人々の 有する 技能を 一 定の 基準に よ り 検定し 、 国と し て 証明する 国家検定 制度で

す。 技能に 対する 社会一般の 評価を 高め 、 働く 人の 技能と 地位の 向上を 図る こ と を 目的と し て 133 業種

（ 令和 8 年 3 月時点） に つい て 行わ れて い ま す。  

林業技能検定は 、 学科試験と 実技試験に よ り 実施さ れ、 両方の 試験に 合格し た 者は「 林業技能士」 を

名乗る こ と が で き ま す。 こ れに よ り 、 林業従事者の 技能が 見え る 化さ れ る こ と と な り 、 合格者の 社会的

評価が 高ま り 、 地位向上やキ ャ リ ア ア ッ プ 、 ひい て は 処遇の 改善に つな が る こ と が 期待さ れま す。  

資料 28 森林の 仕事ガ イ ダ ン ス 参加者の 状況（ 単位： 人）  

令和 7 年度 群馬県 会場の 様 子（ 21 世 紀の 森） 
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出典： 群馬県森林組 合連合会 調べ 

FW1： フ ォ レ ス ト ワ ーカ ー1 年目、 FW2： フ ォ レ ス ト ワ ーカ ー2 年目、 FW3： フ ォ レ ス ト ワ ーカ ー3 年目 

就業後 通算１ ０ 年以上STEP3

「 緑の雇用事業」 の概要

１ ～３ 年目STEP1

林業作業士（ フ ォ レ ス ト ワ ーカー※Ｆ Ｗ） 研修
新し く 林業の仕事を始めた人が対象
※基本知識・ 技能、 資格の習得
※一人前の現場技能者を育成

就業後 通算５ 年以上STEP2

現場管理責任者（ フォ レ ス ト リ ーダー※Ｆ Ｌ ） 研修
作業班⾧候補者等が対象
※判断力・ 指導力向上、 現場作業管理など を学び、 現場で
の管理・ 責任を担える 能力の習得

統括現場管理責任者（ フ ォ レ ス ト マネージャ ー※Ｆ Ｍ） 研修
複数の現場の統括管理者を育成
※コ ミ ュ ニケーショ ン能力向上、 林業の社会的使命、 企画・
営業・ 販売など を 学び、 林業現場の統括管理責任を担える 能
力の習得

資料 29 「 緑の 雇用事業」 研修生の 推移（ 単位： 人）  

測 量 講 義 

間 伐 植え付け 
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２ ） 人材育成に対する 認識 

林業従事者の 人材育成は 、 各林業事業体に

おけ る OJ T を 基本と し て 実施さ れ て き た 。 こ の

た め 、 新規就業者への 教育指導の 方法や指導担

当者への 教育訓練は 、 事業主に よ っ て 様々で あ

る 。  

現場で の 教育や指導は、「 人材の 定着」 に 大き

く 影響する も の で あ り 、 現状で は （ ２ ） －２ ）

就 業 年 数 の 傾 向 で 示 し た と お り 定 着 率 の 向 上

が 課題と な っ て い る 。  

こ の た め 県で は、新規就業者や若手現場技能

者が 能力を 最大限に 発揮し 、 やり が い や将来へ

の 期待を も っ て 働け る よ う 、 OJ T 指導者や事業

主 を 対 象 に 人材 育成 に 関 す る コ ー チ ン グ ス キ

ルの 習得や意識改革を 目的と し た「 人材育成・

定着支援研修」 を 実施し て い る （ 資料 30）。  

 

３ ）『 新し い林業』 の実現に向けた 取組 

近年、林業の 分野に おい て も 、人手不足の 解消や省力化・ 低コ ス ト 化を 図る こ と を 目的に 、I CT、

I oT 等の デジ タ ル技術を 活用し た ス マ ート 林業を 推進し て い る が 、 そ の 活用に 向け て は 、 技術、

技能の 習得が 課題と な っ て い る 。  

こ の た め 、 県で は ド ロ ーン 等の 新技術習得を 目的と し た 研修を 実施し 、 ス マ ート 林業に 対応で

き る 技術・ 技能を 有する 人材の確保・ 育成を 支援し て き た 。  

今後は、 単な る デジ タ ル化に と ど ま ら ず、 ス マ ート 林業の 推進に よ る 産業構造の 変革（ DX） を

促す取組が 重要で あ る 。  

  

資料 30 人材育成・ 定着支援研修の 実施状 況（ 単位： 人）  

出典： 林業 振興課調べ  
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【 コ ラ ム ⑤】 ス マ ート 林業と 林業 DX 

ス マ ート 林業と は 、 生産 性や安全性 を 飛 躍的に 高め 、 需要に 応じ た 高度な 木材生産 を 実現す る た め

に 、 地理空間情報や I CT な ど の 先端技術を 活用し て 資源管理や施業方法を 高度化する 取り 組みで す。   

 一方、 DX（ デジ タ ル ト ラ ン ス フ ォ ーメ ーシ ョ ン ） と は 、 AI や I oT な ど の デジ タ ル 技術を 活用し 、 生

活やビ ジ ネ ス の 在り 方を 根本的に 変革する こ と を 意味し ま す。   

 すな わ ち 、 林業 DX と は ス マ ート 林業の 技術を 基盤と し 、 膨大な 森林情報の デジ タ ル化・ 解析を 通

じ て 、 林業・ 木材産業に 関わ る 多様な 主体を つな ぎ 、 業務の 効率化や連携強化に 加え 、 新た な サ ービ ス

や価値の 創出を 図る 取組の こ と で す。  

 林業・ 木材産業が 抱え る 主な 課題に は 、 労働人口の 減少に よ る 人手不足、 生産性の 低さ 、 高い 労働

災害の 発生率な ど が あ り ま す。 こ れら の 課題に 対し て は、 従来の 手法に と ら わ れ ず、 業務プ ロ セ ス や組

織体制、 社会的な 風土を 根本か ら 見直し 、 顧客や社会の ニ ーズ の 変化に 対応し た 新た な 価値を 創出し 、

林業を 持続可能な 産業へと 発展さ せる こ と が 求め ら れま す。  
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５ ． 林業労働力対策の現状  

第 6 期基本計画（ 計画期間 2021 年度～2025 年度） で は 、 森林・ 林業基本計画に 掲げる 「 林業

・ 木材産業の 自立」 の 実現を 図る た め 、 素材生産量 50 万 m3 の 達成に 必要と な る 「 低コ ス ト 林業

シ ス テ ム の 導入」 と 「 デジ タ ル化・ 自動化の 推進」、「 人材の 確保・ 定着」 に 向け 、 関係機関と 連

携し 各種施策を 展開し て き た 。  

（ １ ）  新規就業者の確保 

 

 

（ ２ ） 林業従事者の育成、 技術の向上 
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（ ３ ） 雇用の改善 

 
 

（ ４ ） 労働安全の確保 
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（ ５ ） 事業の合理化、 安定化 

 

 

（ ６ ） 第６ 期基本計画の主な 実績 

※1 林業従事者実態調査 

※2 林業振興課業務資料 

※3 林政課業務資料 

※4 林政課業務資料 

※5 林政課業務資料 

※6 林業従事者実態調査に 基づく 集計 

※7 群馬労働局発表 

  

指標 単位 
実績値 

（ R6）  

目標値 

（ R12）  

林業従事者数※1 人 701 800 

高性能林業機械台数※2 台 241 250 

素材生産性の 向上率※3（ R1： 5. 74m3/人・ 日）  

（ 意欲と 能力の あ る 林業経営 者の 平 均素材生産性 m3／ 人・ 日）  
％ 

116 

（ 6. 66）  

150 

（ 7. 62）  

ス マ ート 林業に 取り 組む事業体数※4 事業体 6 16 

林業従事者（ 現場技能者） の 平均年収※5 万円/年 409 500 

新規就業者数※6（ 10 年間の 累計）  人 466 580 

死傷者数の 減少率※7 

（ R1: 18 人/年次）（ 年間死傷者数）  
％ 

22 

（ 14 人／年）  

30 

（ 12 人／年）  


